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   学生が感染症に罹患した場合及び感染の拡大を防止するために本学の一部又は全部を休業する場
合の出席停止等の取扱いは，次に定めるとおりとする。

Ⅰ 学生が感染症に罹患した場合

1 　学生が，次表の感染症に罹患した場合は，医師の診断に基づき，出席停止とする。

種類 病　　名

第１種

　エボラ出血熱，クリミア・コンゴ出血熱，痘そう，南米出血熱，ペスト，マールブルグ病，ラッサ
熱，急性灰白髄炎，ジフテリア，重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロ
ナウイルスであるものに限る。），鳥インフルエンザ（病原体がインフルエンザウイルスＡ属インフ
ルエンザＡウイルスであってその血清亜型がＨ５Ｎ１であるものに限る。），新型インフルエンザ等
感染症，指定感染症，新感染症

第２種
　インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を除く。），百日咳，麻疹，流行性耳下腺炎，風疹，
水痘，咽頭結膜熱，結核

2 　出席停止の期間は，次表の期間を基準に，医師に治癒したと診断されるまでとし，医師の発行する次の項目
が記載された診断書（治癒証明書）に基づき措置する。

一　病名

二　罹患期間

感染症の
種　類

出　席　停　止　の　期　間

第１種 第１種の感染症に罹患した者については，治癒するまで。

第２種

　第２種の感染症に罹患した者については，次の期間。ただし，病状により医師において
感染のおそれがないと認めたときは，この限りでない。
イ　インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）に
　　あっては,解熱した後２日を経過するまで。
ロ　百日咳にあっては，特有の咳が消失するまで。
ハ　麻疹にあっては，解熱した後３日を経過するまで。
ニ　流行性耳下腺炎にあっては，耳下腺の腫脹が消失するまで。
ホ　風疹にあっては，発疹が消失するまで。
ヘ　水痘にあっては，すべての発疹が痂皮化するまで。
ト　咽頭結膜熱にあっては，主要症状が消退した後２日を経過するまで。
チ　結核にあっては，病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで。

3 　学生が，出席停止となった期間に出席できなかった授業については，届出により出席扱いするとともに，学生
に教育的不利益が生じないよう配慮する。

4 　罹患後すみやかに学生支援課へ電話連絡のうえ，治癒後に別紙様式「授業欠席届（感染症）」により，医師の
診断書（治癒証明書（コピー可））と共に学生支援課へ提出するものとする。
　届出を受理した場合は，その写しを修学支援課又は工学部学生課係へ通知する。

Ⅱ 感染の拡大を防止するために本学の一部又は全部を休業する場合

1 　感染症罹患者の発生に伴い，感染症の感染拡大を防止する目的で行う休業措置については，本学の危機管
理対策に基づくものとする。

2 　休業となった期間の授業の取扱いは，その都度，学長及び副学長で協議の上，学長が決定するものとする。

3 　休業の周知は，学内掲示，本学のホームページ等を通じて行うものとする。
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